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１．基本方針

美馬市では、水道水が水質基準に適合し、安全で良質な水を供給するために次の方針

により水質検査計画を定め、より安全で安定した水質管理に努めます。

１）過去の水質検査結果、水源周辺の状況を総合的に検討します。

２）水質検査基準項目については（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１

号）に基づき実施します。

３）過去の状況及び水道の規模等を考慮して合理的な検査回数及び箇所数を設定

します。

４）臨時に行う水質検査の用件及び実施方法等も定めます。

５）検査結果を利用者に公表し、必要に応じて検査計画を見直します。

２．水道事業の概要

美馬市では上水道（３施設）と１３箇所の簡易水道を管理しています。

各施設の概要は次のとおりです。

給水状況１）

３２，７２３人行政区域内人口

３１，２２４人給水人口 （人）



２）上水道施設の状況

（美馬上水道）

美馬上水道は、美馬町の主な地域を給水区域とし、水源は3箇所あります。何れも一級河

川吉野川水系の北岸に位置し、約一日平均３，９００ｍ３を取水し塩素滅菌処理を行った後、

各地域に散在する18箇所の配水池を経由して各地域に安全で良質な水を供給しています。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

水源の名称 種類 浄水場の所在地

中央水源 伏流水（浅井戸） 美馬市美馬町字滝宮１４５番地２

美馬市美馬町字滝宮１４５番地３

西部第1水源 地下水（浅井戸） 美馬市美馬町字城２９番地１

西部第2水源 地下水（浅井戸）

（脇町上水道）

脇町上水道は、脇町の市街地(主に東部)を給水区域とし、水源は一級河川吉野川水系

の北岸に6地点及び曽江谷川水系に1地点位置し、約一日平均７，３００ｍ3を取水し、塩素

滅菌処理を行った後、各地域に散在する16箇所の配水池を経由して安全で良質な水を供

給しています。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

水源の名称 種類 浄水場の所在地

第 1 水源 伏流水(浅井戸)

第 3 水源 地下水(深井戸)

第 4 水源 伏流水(浅井戸) 美馬市脇町大字北庄字上庄１３１３番地

第 7 水源 伏流水(浅井戸)

第 ８ 水源 伏流水(浅井戸)

第 ９ 水源 伏流水(浅井戸)

第 5 水源 伏流水(浅井戸) 美馬市脇町字曽江名５０番地４



（穴吹上水道）

穴吹上水道は、穴吹町の平野部（一部山間部も含む）を主な給水区域とし、水源は一級

河川吉野川水系の南岸に位置し、約一日平均２，０００ｍ3を取水し、塩素滅菌処理を行っ

た後、各地域に散在する７箇所の配水池を経由して安全で良質な水を供給しています。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

水源の名称 種 類 浄水場の所在地

穴吹水源 地下水（浅井戸） 美馬市穴吹町穴吹字曽根40番地2

簡易水道施設の状況３）

美馬市の簡易水道は、脇町地区(３施設)、穴吹地区(５施設)、木屋平地区(４施設)、美馬

地区（１施設）、１７水源の施設を管理しています。各水源より取水した水は適切な浄水処理

を行い、全部で３９箇所の配水池を設置して、それぞれの地域に安全で良質な水を供給し

ています。

各施設の概要は次のとおりです。

(脇町地区)

水道名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 浄水処理能力

西部水源

日西部別所簡易水道 新西部水源 塩素滅菌のみ 1,800㎥地下水（浅井戸） /
岩倉水源

清水簡易水道 清水水源 緩速ろ過 130㎥/日河川 (表流水)

塩素滅菌

中ノ谷簡易水道 中ノ谷水源 塩素滅菌のみ 270㎥/日地下水(浅井戸)



(穴吹地区)

水道名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 浄水処理能力

小島簡易水道 小島水源 地下水（深井戸） 210㎥/日塩素滅菌のみ

南部簡易水道 南部水源 河川 (表流水) 23㎥/日緩速ろ過・塩素滅菌

岩屋簡易水道 岩屋水源 河川 (表流水) 53㎥/日緩速ろ過・塩素滅菌

神明簡易水道 宮内水源 河川 (表流水) 420㎥/日緩速ろ過・塩素滅菌

宮内水源 地下水(浅井戸)

古宮簡易水道 古宮水源 河川 (表流水) 113㎥/日緩速ろ過・塩素滅菌

(木屋平地区)

水道名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 浄水処理能力

木屋平簡易水道 太合水源 河川(表流水) 100㎥／日緩速ろ過・塩素滅菌

川井簡易水道 川井水源 河川(表流水) 105㎥／日緩速ろ過・塩素滅菌

川上簡易水道 川上水源 河川(表流水) 35㎥／日緩速ろ過・塩素滅菌

三協簡易水道 弓道水源 河川(表流水) 105㎥／日緩速ろ過・塩素滅菌

羽向谷水源 河川(表流水)

（美馬地区）

水　道　名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 浄水処理能力

切久保簡易水道 三頭水源 地下水 塩素滅菌のみ １９２ｍ３／日



3.水道の原水及び浄水の水質状況

[原水の状況]

上水道は、地下水及び伏流水を水源としていて、安定した水質を確保しています。

しかし、何れも市街地域に水源地を位置することから将来的に水質が悪化することは考え

られるため監視を十分行います。

簡易水道である西部別所、中ノ谷、小島、切久保簡易水道については、地下水を水源と

していて、安定した水質を確保しています。しかし、西部別所、中ノ谷、小島簡易水道は、市

街地域に水源地があることから、将来的に水質が悪化すると考えられるため、監視を十分行

います。

それ以外の簡易水道は、何れも河川(表流水)を水源としているが、主に山間部の上流に

民家のない地区からの取水のため良質な水質を確保しています。しかし、大雨などにより濁

りが出ることもあるので適切な浄水処理により安定した水を供給しています。また、今後、廃

棄物の不法投棄等による水源地の汚染のないよう充分監視を行ってまいります。

[浄水の状況]

各浄水場では、水源の状況に合わせた適切な浄水処理を行っておりますので、過去の

水質検査の結果から見ても、水道法の定める水質基準を充分に満たしており、安全で良質

な水を供給しています。

検査地点4.
（１） 浄水調査

水道法に基づく１日１回行う検査及び月１回・３ヶ月に１回・年１回

の検査は、各水道施設毎に 地点選定し、次の地点で行います。1



上水道）（

水道名 １日１回検査地点 定期項目検査地点

上水道 美馬中央 美馬町字大宮西48-2 美馬町字大宮西48-2（ ）

上水道 美馬西部 美馬町字谷尻57-1 美馬町字谷尻64（ ）

上水道（脇町） 脇町大字猪尻字東分69-2 脇町大字猪尻字東分69-2

上水道（曽江） 脇町字西赤谷1002-3 脇町字西赤谷1002-3

穴吹町穴吹字九反地４０－２ 穴吹町穴吹字九反地４０－２上水道（穴吹）

（簡易水道）

水道名 １日１回検査地点 定期項目検査地点

西部別所簡易水道 脇町字野村4385 脇町字野村4385

脇町字小星629-1-1 脇町字小星629-1-1

脇町字岩倉3372 脇町字岩倉3372

中ノ谷簡易水道 脇町字川原柴224 脇町字川原柴224

清水簡易水道 脇町字西俣名1035 脇町字西俣名1035

古宮簡易水道 穴吹町古宮字長尾6 穴吹町古宮字長尾6

神明簡易水道 穴吹町口山字首野462 穴吹町口山字宮内462

岩屋簡易水道 穴吹町穴吹字山神前50 穴吹町穴吹字山神前50

小島簡易水道 穴吹町三島字小島942-1 穴吹町三島字小島942-1

南部簡易水道 穴吹町三島字三谷417 穴吹町三島字三谷417

木屋平簡易水道 木屋平字谷口カケ145 木屋平字谷口カケ145

川井簡易水道 木屋平字川井99 木屋平字川井99

川上簡易水道 木屋平字川上416 木屋平字川上416

三協簡易水道 木屋平字弓道59 木屋平字弓道59

木屋平字森遠344 木屋平字森遠344

272-2 272-2切久保簡易水道 美馬町字切久保 美馬町字切久保



（２）原水調査

地下水を水源とする施設については、各水源地の取水ポンプから直接採水して

検査を実施します。

表流水を水源とする施設については、各浄水場内の着水施設より採水して検査

を実施します。

5. 水質検査項目と検査頻度

「水道法に基づく水質検査」

（給水栓での検査）

、・給水栓における検査項目は、水道法で定める基準項目（５０項目）の中から

過去の検査結果及び水源の状況等を考慮して検査回数を設定し検査を行いま

す。毎日検査は３項目・毎月検査は９項目・３ヶ月に１回検査は２５項目・

年１回全項目検査は５０項目を行います。

(原水検査)

・水源の状況を把握するために、年１回原水において基準項目（５０項目の中

から、消毒副生成物（１２項目）を除く３８項目を検査します。又、クリプ

ト指標菌検査は浄水施設が緩速濾過施設については年１回・滅菌消毒のみの

施設については年４回検査を行います。

６．検査方法

美馬市では、独自で水質検査を実施する事ができないので、毎日検査を除くすべて

の水質検査を次の要項に基づいて選出した検査機関に委託します。

１） 水道法２０条第３項による厚生労働大臣登録機関であること。委託先の選定について

は、検査精度と信頼性を重視します。

２） 水道水質検査においては、その精度と信頼性の保証は極めて重要です。このため日



本水道協会はISO９０００に準じた水道版GLP（優良試験所基準）を定めております。した

がってその考え方を取り入れた体制の検査機関であること。

３） 水道水質基準項目において、すべての項目が自社分析できる検査機関であること。

４） 毎年、国及び徳島県で行う外部精度管理の評価試験を受け、信頼性の保証に努めて

いること。

５） 水質検査の精度は、原則として基準値及び目標値の１／１０の定量下限が得られ、基

準値及び目標値の１／１０付近の測定値において、変動係数（ＣＶ）が金属類では１０％

以下、また、有機物では２０％以下を確保すること。

６） 臨時の水質検査において、迅速な対応のとれる検査機関であること。

７ 関係機関との連携.
水源及び水道水で水質事故が発生した場合には、徳島県生活衛生課及び美馬保健

所等と連携して、情報交換を図りながら現地調査等を行い、代替水源の確保や適切

な浄水処理を行います。

8.臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検

査を行い、水質異常が終息し、給水栓の安全性が確認されるまで行います。

ア）水源の水質が著しく悪化したとき。

イ）水源に異常があったとき。

ウ）水源付近、供給点周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。

エ）浄水過程、配水過程に異常があったとき。

オ）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき

カ）その他特に必要があると認められるとき。



9.水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度開始前に作成し、市のホームページ等で公表します。過去

の検査結果を検討するとともにお客様のご意見等を取り入れながら次年度以降重点的に実

施する検査項目又は省略可能な項目及び採水地点、検査頻度について見直しをします。

水質検査結果については、評価とともに速やかに市のホームページ等で公表します。



水質検査計画策定のイメージ図

ご意見 お客様

水 道 事 業 者

水質検査計画の策定

公 表

水質検査の実施見直し

（ 委 託 ）

公表

検査の評価（結果）

問い合わせ先

771-2106 2〒 美馬市美馬町字大宮西４８番地

TEL 0883-63-2236美馬市水道部工務課

FAX 0883-55-2178



原水水質検査

全項目水質検査 クリプト指標菌検査

１ 一般細菌 １ 大腸菌

２ 大腸菌 ２ 嫌気性芽胞菌

３ カドミウム及びその化合物

４ 水銀及びその化合物

５ セレン及びその化合物

６ 鉛及びその化合物

７ ヒ素及びその化合物

８ 六価クロム化合物

９ シアン化物イオン及び塩化シアン

１０ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

１１ フッ素及びその化合物

１２ ホウ素及びその化合物

１３ 四塩化炭素

１４ ジオキサン1.4-
１５ シス ジクロロエチレン-1.2-

及びトランス- ジクロロエチレン1,2-
１６ ジクロロメタン

１７ テトラクロロエチレン

１８ トリクロロエチレン

１９ ベンゼン

２０ 亜鉛及びその化合物

２１ アルミニウム及びその化合物

２２ 鉄及びその化合物

２３ 銅及びその化合物

２４ ナトリウム及びその化合物

２５ マンガン及びその化合物

２６ 塩化物イオン

、 （ ）２７ カルシウム マグネシウム等 硬度

２８ 蒸発残留物

２９ 陰イオン界面活性剤

３０ ジェオスミン

３１ メチルイソボルネオール2-
３２ 非イオン界面活性剤

３３ フェノール類

３４ 有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)

３５ ｐＨ値

３６ 臭気

３７ 色度

３８ 濁度



浄水水質検査

全項目検査

１ 一般細菌 ４６ トリクロロエチレン

２ 大腸菌 ４７ ベンゼン

３ 塩化物イオン ４８ ジェオスミン

４ 有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ４９ メチルイソボルネオール2-
５ ｐＨ値 ５０ 塩素酸

６ 味

７ 臭気

８ 色度

９ 濁度

１０ シアン化物イオン及び塩化シアン

１１ 臭素酸

１２ クロロホルム

１３ ジブロモクロロメタン

１４ ブロモジクロロメタン

１５ ブロモホルム

１６ 総トリハロメタン

１７ クロロ酢酸

１８ ジクロロ酢酸

１９ トリクロロ酢酸

２０ ホルムアルデヒド

２１ ジオキサン1,4-
２２ 非イオン界面活性剤

２３ ホウ素及びその化合物

２４ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

２５ 鉄及びその化合物

２６ カドミウム及びその化合物

２７ 水銀及びその化合物

２８ セレン及びその化合物

２９ ひ素及びその化合物

３０ 六価クロム化合物

３１ 鉛及びその化合物

３２ 亜鉛及びその化合物

３３ アルミニウム及びその化合物

３４ 銅及びその化合物

３５ マンガン及びその化合物

３６ 陰イオン界面活性剤

３７ フェノール類

３８ フッ素及びその化合物

３９ ナトリウム及びその化合物

、 （ ）４０ カルシウム マグネシウム等 硬度

４１ 蒸発残留物

４２ 四塩化炭素

４３ シス ジクロロエチレン-1.2-
及びトランス ジクロロエチレン-1,2-

４４ ジクロロメタン

４５ テトラクロロエチレン



浄水水質検査

３ヶ月に１回検査を実施する項目 月１回検査を実施する項目

１ 一般細菌 １ 一般細菌

２ 大腸菌 ２ 大腸菌

３ シアン化物イオン及び塩化シアン ３ 塩化物イオン

４ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ４ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)

５ 塩素酸 ５ ｐＨ値

６ クロロ酢酸 ６ 味

７ クロロホルム ７ 臭気

８ ジクロロ酢酸 ８ 色度

９ ジブロモクロロメタン ９ 濁度

１０ 臭素酸

１１ 総トリハロメタン

１２ トリクロロ酢酸

１３ ブロモジクロロメタン 毎日検査を実施する項目

１４ ブロモホルム １ 色

１５ ホルムアルデヒド ２ 濁り

１６ 鉄及びその化合物 ３ 残留塩素

１７ 塩化物イオン

１８ 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ)の量）

１９ ｐＨ値

２０ 味

２１ 臭気

２２ 色度

２３ 濁度

２４ シス ジクロロエチレン-1.2-
及びトランス ジクロロエチレン-1,2-

２５ カドミウム及びその化合物




